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【ＦＩ】
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   Ｃ０８Ｌ  63/00    　　　Ａ
   Ｃ０８Ｋ   5/10    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年11月15日(2013.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　物品がフィルム（好ましくは単層フィルム）である好ましい態様において、フィルムは
、有利には、厚み少なくとも約１ミクロン（１×１０-6ｍ）、好ましくは少なくとも約５
ミクロン（５×１０-6ｍ）、より好ましくは少なくとも約７ミクロン（７×１０-6ｍ）、
最も好ましくは少なくとも約２０ミクロン（２０×１０-6ｍ）を有する。最も一般的な用
途において、厚みは有利には最大約５００ミクロン（５００×１０-6ｍ）、好ましくは最
大約３００ミクロン（３００×１０-6ｍ）、より好ましくは最大約１５０ミクロン（１５
０×１０-6ｍ）である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塩化ビニリデンと重合した少なくとも１種のアクリル酸アルキルモノマーに由来する３
．４～６．７モル％のｍｅｒ単位を有し；そして可塑剤を含み、そして以下の組成物特性
（１）および（２）：（１）少なくとも１種のインクに対する親和性を増大させるのに十
分な量の、分子量が最大７０，０００ダルトンである少なくとも１種の低分子量塩化ビニ
ルポリマー；および（２）少なくとも１種のインクに対する親和性を増大させるのに十分
な量の、少なくとも１種のメタクリルポリマー；の少なくとも１つを含む、少なくとも１
種の塩化ビニリデン／アクリル酸アルキルポリマーのポリマー組成物から得られるポリマ
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ー表面。
【請求項２】
　メタクリルポリマーまたは塩化ビニルポリマーを有さない他は同じである組成物のフィ
ルム、物品または表面よりも大きい親和性または接着性を少なくとも１種のインクに対し
て有する、請求項１に記載のポリマー表面。
【請求項３】
　アクリル酸アルキルがアクリル酸メチルである、請求項１に記載のポリマー表面。
【請求項４】
　組成物が、少なくとも１種のエポキシ可塑剤および少なくとも１種のエステル可塑剤を
含み、そして該エステル可塑剤またはその組合せが、ジブチルセバケート、アセチルトリ
ブチルシトレート（ＡＴＢＣ）、他のシトレートエステル、他のポリマーまたは高分子量
エステルオイル、およびこれらの組合せから選択される、請求項１に記載のポリマー表面
。
【請求項５】
　（１）低分子量塩化ビニルポリマーが、総ポリマー組成物基準で０．５～３質量％の量
で存在するか、（２）メタクリレートポリマーが、総ポリマー組成物基準で０．５～３．
５質量％の量で存在するか、の少なくとも１つである、請求項１に記載のポリマー表面。
【請求項６】
　総可塑剤量が、ポリマー組成物の質量基準で０．５～３．５質量％のエポキシ可塑剤ま
たはエポキシ可塑剤の組合せを含むポリマー組成物基準で、４～９質量％である、請求項
５に記載のポリマー表面。
【請求項７】
　（１）低分子量塩化ビニルポリマーが、総ポリマー組成物基準で０．７５～２．７質量
％の量で存在するか、または（２）メタクリレートポリマーが、総ポリマー組成物基準で
０．７５～３質量％の量で存在するか、の少なくとも１つである、請求項１に記載のポリ
マー表面。
【請求項８】
　メタクリルポリマーが、分子量１００，０００～４００，０００を有し、そしてメタク
リル酸メチルと：アクリル酸アルキル、異なるメタクリルモノマー、スチレンモノマーま
たはこれらの組合せの少なくとも１つであってメタクリルポリマーの５０～７０質量％の
量であるものとのコポリマーである、請求項１に記載のポリマー表面。
【請求項９】
　塩化ビニルポリマーが、分子量１５，０００～５０，０００ダルトン、ならびに酢酸ビ
ニル、アクリル酸アルキル、メタクリル酸アルキル、エチレン、スチレンモノマー、アク
リル酸、メタクリル酸、マレイン酸、およびこれらの組合せから選択されるコモノマーを
有する、請求項１に記載のポリマー表面。
【請求項１０】
　請求項１に記載の表面を物品の表面の少なくとも一部として含む、物品。
【請求項１１】
　少なくとも１つの、単層のフィルムもしくはシート、多層のフィルム、シートもしくは
ラミネート、成形もしくは組立された物品、またはコートされた物品を含む、請求項１０
に記載の物品。
【請求項１２】
　印刷を表面上に有する、請求項１～１１のいずれかに記載のポリマー表面または物品。
【請求項１３】
　請求項１に記載の表面にインクを塗布することを含む、印刷方法。
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